
令和６年度愛媛県地域協働ネットワーク構築推進事業委託業務仕様書 

 

１ 業務名 

  令和６年度愛媛県地域協働ネットワーク構築推進事業委託業務 

 

２ 目的 

人口減少や高齢化の進行等により地域コミュニティの衰退が危惧される中、多様

化や複雑化が進む県民ニーズに的確に対応するためには、県民・ＮＰＯ・事業者・

行政など各主体が連携・協働して地域課題の解決に取り組むことが不可欠となっ

ている。このため、協働意識の醸成や協働活動の促進、各主体の顔の見える関係

づくりに資するセミナー等の実施を通して、地域協働ネットワークを構築するこ

とを目的とする。 

 

３ 委託上限額 

  1,156,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

４ 委託期間 

契約締結の日から令和７年３月 14日までとする。 

 

５ 業務の内容 

  （１）セミナー概要 

    ①開催時期：令和６年１０月～１２月頃（県と協議のうえ決定） 

②開催場所：愛媛県内 

③受講対象：中間支援組織、ＮＰＯ法人等関係団体、市町、事業者、県民等 

④受講者数：６０～８０名程度 

⑤当日次第 

 ・参加者受付 

 ・開会 

 ・開会挨拶：愛媛県 

 ・第 1部：協働による地域づくりに関する講演 

 ・第２部：県内中間支援組織による協働活動の事例発表 

 ・第３部：県からのお知らせ（あったか愛媛ＮＰＯ応援基金など） 

 ・閉会 

 

（２）委託業務の内容について 

①セミナーの運営 

ア セミナー開催に必要な会場借上げ、会場設営、講師の手配、進行管理 

等開催に係る一切の業務を行うこと。 



     イ 当日配布する講義資料等の作成・印刷を行うこと。 

ウ 委託料には、会場使用に係る経費、講師謝金及び旅費、必要とする資 

機材、資料等印刷費等のセミナー運営に係る一切の経費を含むこと。 

②講師の選定、調整等 

ア 第１部：協働による地域づくりに関する講演 

・多様な主体の連携による「再犯防止や立ち直りの支援」又は「エシカ

ル消費の推進」をテーマとし、参加者の地域づくりにおける「協働意

識の醸成」及び「協働活動の促進」につながる内容とすること。 

・講師の選定にあたっては、上記テーマに関する活動を行っている者 

とすること。（１～２名程度） 

   （講師の例） 

     再犯防止：再犯防止等に取り組むＮＰＯ法人、協力雇用主、更生保護

会・保護司会等更生保護団体等 

     エシカル消費：エシカル消費に取り組むＮＰＯ法人、事業者等 

     イ 第２部：県内中間支援組織による協働活動の事例発表 

      ・協働による地域の課題解決の取り組みについて発表を行うこと。 

・発表を行う者の選定について企画・提案内容に含めること。 

     ※アイスブレイクや参加者間で会話する時間を設ける等、双方向のコミュ

ニケーションを図る機会を織り込むこと。 

③参加者の募集等 

ア セミナー参加者募集に係る広報・周知方法を提案すること。 

イ 参加者の募集、受付、決定及び連絡を行うこと。 

    ④アンケートの実施 

     セミナー終了後、本事業の効果を検証するため、アンケート等を実施する

こと。なお、アンケートの内容については、県と協議のうえ決定すること。 

    ⑤広報・啓発の実施 

セミナー当日の内容等を新聞・雑誌・テレビ・インターネット・フリーペ

ーパー・地域情報誌等を活用し、広報・啓発を行うこと。 

⑥その他、事業目的を達成するために効果的な業務については、提案を妨げ 

ない。 

 

６ 業務計画書及び報告書の提出 

（１）受託者は、契約締結後遅滞なく受託者が提案した企画提案書をもとに具体的な 

業務内容について県と協議の上、委託契約書に定める「業務計画書」を作成し 

て県に提出すること。 

（２）委託業務完了後、委託契約書に定める「実績報告書」を作成し、県の検査を受 

けること。 

（３）委託業務の実施状況について、県ホームページ上等に掲載できるデータを提出 



すること。 

（４）県は、必要がある場合は、受託者に対して委託業務の処理状況について調査し、 

又は報告を求めることができる。 

（５）県は、業務実施過程で本仕様書記載の内容に変更の必要が生じた場合は、受託 

者に協議を申し出る場合がある。この場合、受託者は、委託料の範囲内におい 

て仕様の変更に応じること。 

 

７ 留意事項 

（１）本業務の実施に当たっては、関係法令を遵守し、県と十分な協議を重ねながら

実施し、進捗状況を適宜報告すること。 

（２）受託者は、本業務を統括する責任者を１名配置すること。 

（３）受託者は、業務の一部を第三者に再委託することができる。その場合は、再委

託先ごとの業務内容、再委託先の概要及びその体制と責任者を明記の上、事前

に書面にて報告し、県の承諾を得なければならない。 

（４）本業務により作成された成果品の著作権（著作権法第 27 条及び第 28条の権利

を含む。）は、原則として、県に帰属する。 

（５）広告物等に含まれる第三者の著作権その他全ての権利についての交渉、処理は

受託者が行うこととし、その経費は委託金額に含むものとする。 

（６）受託者は、県が認めた場合を除き、成果品に係る著作者人格権を行使できない

ものとする。 

（７）成果品については、第三者の知的財産権を侵害していないことを保証すること。 

（８）第三者が有する知的財産権の侵害の申し立てを受けた時には、受託者の責任（解

決に要する一切の費用負担を含む）において解決すること。 

（９）本業務の実施に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、委託業

務期間内及び委託業務期間終了後においても、当該業務で知り得た秘密、個人

情報等の取扱いについて厳守すること。 

  

８ その他 

本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に定める内容について疑義が生じたと

きは、県と受託者が協議のうえ、定めることとする。 

上記に関わらず、明示のない事項にあっても、社会通念上必要と思われるものに

ついては本業務とする。 


